
Ｑ２ パートやアルバイトについても、個人住民税の特別徴収をしなければならないのですか。 
 
Ａ２ 原則として、前年中に給与の支払を受けており、かつ、当年度の初日（４月１日）において給与の支払い 
      を受けているパートやアルバイト等を含む全ての従業員から特別徴収する必要があります。ただし、Ｐ１の 
  項目 ２ただし書きａ～ｆのような場合には普通徴収とすることができますので、個別に市町村にお申し出（ 
  給与支払報告書（個人別明細書）の該当欄へ該当符号を記載）ください。 
     例  ・他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている。 
       ・従業員が退職したため、翌年の給与からの特別徴収ができない。 
           ・毎月の給与支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない。    ・・・等 
  

Ｑ３ 給与の手取額が少なくなると、従業員から苦情が出ます。本人の希望で普通徴収を選べないのですか。 
 
Ａ３ 普通徴収は従業員が市町村から送付のあった納付書により金融機関等の窓口で税金を納める制度で 
  す。雇い主が特別徴収義務者の場合、従業員は普通徴収を選べません。 
   確かに手取額は少なくなりますが、年間に支払う税額は変わりません。わざわざ金融機関等に出向く必 
  要もなく、納め忘れや延滞金の心配もありません。普通徴収は年４回納付ですが、特別徴収は毎月天引き 
  納入なので、１回あたり納付額は少ないです。  

－７－ 

  

  市 町 村     担  当  課     電 話 番 号     市 町 村     担  当  課     電 話 番 号   

  京 都 市     
市  税  事  務  所 
法 人 税 務 担 当 

    ０７５－２１３－５２４６     南 丹 市      税 務 課      ０７７１－６８－０００４   

  福知山市      税 務 課      ０７７３－２４－７０２４     木 津 川 市      税 務 課      ０７７４－７５－１２０３   

  舞 鶴 市      税 務 課      ０７７３－６６－１０２６     大 山 崎 町      税 住 民 課      
０７５－９５６－２１０１
（代） 

  

  綾 部 市      税 務 課      ０７７３－４２－４２３５     久 御 山 町      税 務 課      
０７５－６３１－９９２６ 
０７７４－４５－３９０８ 

  

  宇 治 市      市 民 税 課      
０７７４－２２－３１４１
（代） 

    井 手 町      税 務 課      ０７７４－８２－６１６３   

  宮 津 市      税 務 課      ０７７２－４５－１６１２     宇治田原町      税 住 民 課      ０７７４－８８－６６３３   

  亀 岡 市      税 務 課      ０７７１－２５－５０１２     笠 置 町      税 住 民 課      
０７４３－９５－２３０１
(代) 

  

  城 陽 市      税 務 課      ０７７４－５６－４０２１     和 束 町      税 住 民 課      ０７７４－７８－３００５   

  向 日 市      税 務 課      
０７５－９３１－１１１１
(代) 

    精 華 町      税 務 課      ０７７４－９５－１９１６   

  長岡京市      税 務 課      ０７５－９５５－９５０７     南 山 城 村      税 財 政 課      ０７４３－９３－０１０３   

  八 幡 市      課 税 課       
０７５－９８３－１１１１
（代） 

    京 丹 波 町      税 務 課      ０７７１－８２－３８０２   

  京田辺市      税 務 課      ０７７４－６４－１３１７     伊 根 町     住 民 生 活 課     ０７７２－３２－０５０３   

  京丹後市      税 務 課      ０７７２－６９－０１８０     与 謝 野 町      税 務 課      ０７７２－４３－９０２０   

11 お問い合わせ先 

○特別徴収の推進の取組みに関するお問い合わせ先 
京都府総務部税務課個人住民税担当  電話 ０７５－４１４－４４３３ 

○手続きに関するお問い合わせ先 
従業員がお住まいの各市町村個人住民税(特別徴収）担当 

 ○京都府、各市町村のホームページもごらんください 

（京都府・市町村名 を入力） 特別徴収    検索 


